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東海第二発電所の運転期間延長認可申請に関する報告  

の一部変更について  
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。  

平素は幣所事業運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申しあげます。  
さて，平成２９年１１月２１日付原対第２５９号のご要請に基づき，

弊所より平成２９年１１月２４日付東二総発第４１号（平成３０年２月

２３日付東二総発第６５号にて一部変更）にてご回答申しあげました件

につきまして，下記のとおり一部変更させていただきたいと存じますの

で，よろしくお願い申しあげます。  
敬 具  

記  
 
１．変更箇所  

「添付書類一 特別点検結果報告書」の一部  

２．変更内容  
追加点検（原子炉圧力容器炉心領域の超音波探傷試験）結果の反映

に伴う変更  

３．変更理由  
平成３０年１月に燃料有効長頂部（ＴＡＦ）位置データの不整合が

判明したため，特別点検の一部について点検範囲を広げて追加点検（原

子炉圧力容器炉心領域の超音波探傷試験）を実施しました。  
そのため，運転期間延長認可申請書のうち「添付書類一 特別点検

結果報告書」について，追加点検結果を反映しました。  

４．添付書類  
東海第二発電所 特別点検結果報告書（変更分）  

以 上  



東海第二発電所の運転期間延長認可申請に関する報告の一部変更について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）追加点検範囲 
・追加点検範囲は，データが不足していた範囲 
（９,１５２ｍｍ～９,２０３ｍｍ）を対象とするが， 
実際のＵＴ検査範囲は９,２０３（ＴＡＦ）を超える 
余裕をもった範囲とする。 

・低圧注水ノズルと計装ノズルは，原子炉圧力 
容器母材との溶接線までの全周を探傷範囲 
とする。 

 
【色塗り箇所】 

      ： 従来点検していた範囲 
      ： 不足していた範囲（追加点検範囲） 
      ： 実際のＵＴ検査範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）追加点検結果 

・有意な欠陥は確認されなかった。 

（１）添付書類二（劣化状況評価書） 
・追加点検（ＵＴ）の結果，有意な欠陥は確認されなかったため，劣化状況評価書を変更する必要

はなかった。 
（２）添付書類三（保守管理に関する方針） 

・劣化状況評価書に影響がなかったため，保守管理に関する方針を変更する必要はなかった。 

特別点検において，原子炉圧力容器の母材及び溶接部の超音波探傷試験（ＵＴ）は炉心領域を検

査範囲としているが，工認記載の燃料有効長頂部（ＴＡＦ）の値（９,２０３ｍｍ）と異なる値（９,１５２ｍｍ）

としていたため，検査範囲に不足が確認された。 
このため，炉心領域のＵＴを追加で実施し，その結果について，平成２９年１１月２４日に原子力規制

委員会へ提出した「東海第二発電所運転期間延長認可申請書」のうち「添付書類一 特別点検結果報

告書」へ反映した。 

参考資料 

１．変更の経緯 

「添付書類一 特別点検結果報告書」の一部変更 
・追加点検（ＵＴ）結果の反映に伴う変更 
なお，追加点検（ＵＴ）の結果，有意な欠陥は確認されなかった。 

２．変更内容 

３．その他添付書類への影響 

４．追加点検の概要（つづき） 

炉
心
領
域 

（１）追加点検期間 ： 平成３０年３月２５日から４月２０日まで 

４．追加点検の概要 

炉
心
領
域 

炉心領域周辺を輪切りにして平面展開した図 

低圧注水ノズル（３箇所） 計装ノズル（４箇所） 



別添 
 

東海第二発電所運転期間延長認可申請書の添付書類「一 東海第二発電所 特別点検結

果報告書」を以下のとおり補正する。 
対象 対象ページ 補正内容 

本体 

表紙 別紙 1 に変更する。 
目次 別紙 2 に変更する。 

1 別紙 3 に変更する。 
4 別紙 4 に変更する。 

添付１ 表紙 別紙 5 に変更する。 
（追加） 添付 1 と添付 2 の間 別紙 6 を追加する。 

 



添付書類一 

 

 

 

 

東海第二発電所 

特別点検結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 11 月 

（平成 30年 5月一部変更） 

 

日本原子力発電株式会社 
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本資料のうち，枠囲みの範囲は，営業秘密 

又は防護上の観点から公開できません。 
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１．はじめに 

   本書類は東海第二発電所に対して「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第 113 条

および「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」に基づき実施した特別点

検の結果を説明するものである。 

 

２．特別点検の実施体制および実施手順 

    特別点検に関する業務は、東海第二発電所の保安活動と同様「東海第二発電所 原子炉施設

保安規定」第３条 品質保証計画のもと、当社の品質マネジメントシステムに基づき以下のと

おり適切に実施した。 

 

２．１ 点検の計画 

  東海第二発電所 保修室保守総括グループマネージャーは、「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則」第 113 条および「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用

ガイド」に基づく特別点検の実施に関する基本方針を策定し、東海第二発電所 保修室機械

グループマネージャーに点検計画の詳細検討を依頼した。 

  東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーは、点検要領書の制定により点検計画

を策定した。 

 

２．２ 点検の実施 

  東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーは、記録確認により調達先による自主

点検が適切に行われたことを確認した。また、追加で実施した原子炉圧力容器の特別点検に

ついて、立会または記録確認により調達先による点検が適切に行われたことを確認した。 

調達先が作成した点検記録は、「特別点検要領書」「特別点検（追加点検）要領書」に基づ

き、記録確認を行い、「特別点検結果報告書」「特別点検（追加点検）結果報告書」としてま

とめた上で、東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーが承認した。 

  東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーは、「特別点検結果報告書」「特別点検

（追加点検）結果報告書」を原子炉施設保安運営委員会に付議したのち、東海第二発電所 

保修室保守総括マネージャーに通知した。 

 

２．３ 力量の確認 

  東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーは、特別点検に関わる当社社員につい

ては、「定期事業者検査実施手引書」に定める事業者検査員の要件を満たす者であることを確

認した。また、調達先が実施した自主点検および追加で実施した原子炉圧力容器の特別点検

について、非破壊試験等を行う試験員が表１に示す力量を有することを確認した。 

 

２．４ 測定機器の管理 

  東海第二発電所 保修室機械グループマネージャーは、調達先が実施した自主点検および

追加で実施した原子炉圧力容器の特別点検について、使用された測定機器が「定期事業者検

査実施手引書」に基づき、国際または国家標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正が

行われていることをトレーサビリティ証明書等により確認した。 
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３．特別点検の結果 

   東海第二発電所の特別点検の結果を添付１－１～３に示す。特別点検の結果の概要は下表のと

おりである。 

 

実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る 

運用ガイドの要求 東海第二発電所 

特別点検結果概要 対象の機器 

・構造物 

対象の 

部位 

着目する

劣化事象
点検方法/点検項目 

原子炉圧力

容器 

母材及び溶接部（ジ

ェットポンプライザ

ーブレースアーム溶

接部を含む。）（蒸気

乾燥器、気水分離器、

ジェットポンプビー

ム及びインレットミ

キサーを取り外した

状態で点検可能な炉

心領域の全て） 

中性子 

照射脆化 

○超音波探傷試験（以下

「UT」という。）による欠陥

の有無の確認 

炉心領域の 100％に対す

る UT により、中性子照射

脆化の観点から特に重要

となる内表面近傍の欠陥

が無いことを確認した。

（添付 1-1、添付 1-2） 

給水ノズルコーナー

部（最も疲労損傷係

数が高い部位） 

疲労 

○磁粉探傷試験（以下「MT」

という。）若しくは浸透探傷

試験（以下「PT」という。）

又は渦電流探傷試験（以下

「ECT」という。）による欠

陥の有無の確認 

給水ノズルコーナー部に

対する ECT により、疲労

き裂が無いことを確認し

た。（添付 1-1） 

制御棒駆動機構（Ｃ

ＲＤ）スタブチュー

ブ（全数）、ＣＲＤハ

ウジング（全数）、中

性子束計測ハウジン

グ（ＩＣＭ）（全数）

及び差圧検出・ほう

酸水注入ノズル 

応力腐食 

割れ 

○目視試験（MVT-1）による

炉内側からの溶接部の欠陥

の有無の確認及び PT 又は

ECT による CRD ハウジング

及び ICM に対する、内面の

溶接熱影響部の欠陥の有無

の確認 

CRD スタブチューブ、CRD

ハウジング、ICM、差圧検

出・ほう酸水注入ノズル

の全数に対する溶接部の

炉内側からの目視試験

（MVT-1）及び差圧検出・

ほう酸水注入ノズルを除

いた内面の溶接熱影響部

の ECT により、応力腐食

割れが無いことを確認し

た。（添付 1-1） 

ドレンノズル 腐食 
○目視試験（VT-１）による

内面の確認 

原子炉圧力容器ドレンノ

ズルに対する目視試験

（VT-1）を実施し、異常が

無いことを確認した。（添

付 1-1） 

基礎ボルト（全数） 腐食 
○UT によるボルト内部の

欠陥の有無の確認 

原子炉圧力容器基礎ボル

トに対する超音波探傷試

験を実施し、異常のない

ことを確認した。（添付1-

1） 

原子炉格納

容器 
原子炉格納容器（圧

力抑制室を含む。）鋼

板（接近できる点検

可能範囲の全て） 

腐食 
○目視試験（VT-4）による

塗膜状態の確認 

原子炉格納容器鋼板塗膜

に対する目視試験(VT-4)

により、構造健全性また

は気密性に影響を与える

恐れのある塗膜の劣化や

腐食が無いことを確認し

た。（添付 2） 

  

別紙4



添付１-１ 

 

 

 

東海第二発電所 

原子炉圧力容器 特別点検 

結果報告書 

 

 

 

 

 

 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 保修室 
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添付１-２ 

 

 

 

東海第二発電所 

原子炉圧力容器 特別点検（追加点検） 

結果報告書 

 

 

 

 

 

 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 保修室 
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１．特別点検（追加点検）の対象の機器・構造物及び部位 

 「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」（原管Ｐ発第 1306197 号 改正 平

成 29 年 9 月 20 日 原規規発第 1709202 号 原子力規制委員会決定）に基づき、特別点検（追加点検）

を実施した対象の機器・構造物及び部位は表 1 のとおりである。 

 

表 1 特別点検（追加点検）の対象の機器・構造物及び部位 

対象の機器・構造物 対象の部位 

原子炉圧力容器 

母材及び溶接部（ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部

を含む。）（蒸気乾燥器、気水分離器、ジェットポンプビーム及び

インレットミキサーを取り外した状態で点検可能な炉心領域の全

て） 

 

２．特別点検（追加点検）の方法 

 添付－１「東海第二発電所 原子炉圧力容器 特別点検（追加点検）要領書」のとおりである。 

 

３．特別点検（追加点検）年月日及び特別点検（追加点検）の結果 

 特別点検年月日及び特別点検の結果は表 2のとおりである。 

 

表 2 特別点検（追加点検）年月日及び特別点検（追加点検）の結果 

対象の部位 点検年月日 点検結果 試験記録 

母材及び溶接部（ジェットポンプ

ライザーブレースアーム溶接部

を含む。）（蒸気乾燥器、気水分離

器、ジェットポンプビーム及びイ

ンレットミキサーを取り外した

状態で点検可能な炉心領域の全

て） 

平成 30 年 3 月 25 日 

～平成 30年 4月 20 日 

有意な欠陥は認め

られなかった。 
添付－２ 

 

４．特別点検（追加点検）を実施した者の氏名 

 東海第二発電所 保修室 機械グループマネージャー 有田 祐一 

 

５．特別点検（追加点検）に係る教育訓練に関する事項 

 東海第二発電所 特別点検（追加点検）の基本方針に従い、特別点検（追加点検）に関わる当社社員

については、「定期事業者検査実施手引書」に定める事業者検査員の要件を満たす者であることを確認

している。また、調達先が実施した点検については、非破壊試験等の力量が必要な作業について、十分

な力量を有していることを確認している。 

 

６．特別点検（追加点検）記録に関する事項 

 特別点検（追加点検）記録に関する承認・保存に関する事項は表 3のとおりである。 

 

表 3 特別点検（追加点検）記録に関する事項 

名称 区分 審査者 承認者 保存者 保存期間

特別点検 

（追加点検）

結果報告書 

記録
保安運営委員会主査

東海第二発電所長 

東海第二発電所

保修室 

機械グループ 

マネージャー 

東海第二発電所 

運営管理室 

プラント管理グループ

マネージャー 

永久 

 

 












































































































